
資
格
／
本
市
在
住
か
本
市
に
勤
務
先
が

あ
り
、
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
く
、
現

在
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
い
て
、
収
入
が
公
営
住
宅
法
の
基

準
に
適
合
す
る
方
▼
入
居
日
／
12
月
20

日
㈮
▼
家
賃
／
収
入
に
よ
る
▼
敷
金
／

家
賃
３
か
月
分
▼
申
し
込
み
／
11
月
５

日
㈫
～
13
日
㈬
に
申
込
書
を
市
役
所
３

階
建
築
課
公
営
住
宅
係
ま
た
は
各
総
合

支
所
建
設
産
業
課
へ

◆
申
込
書
、
応
募
の
手
引
き
は
市
建
築

課
お
よ
び
各
総
合
支
所
建
設
産
業
課
に

あ
り
ま
す
。
申
込
書
は
窓
口
で
記
入
し
、

そ
の
場
で
提
出
で
き
ま
す
。

◆
市
営
住
宅
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
、
高

齢
者
世
帯
、
障
が
い
者
世
帯
な
ど
に
優

先
措
置
︵
２
回
抽
選
︶
が
あ
り
ま
す
。

︻
公
共
賃
貸
住
宅
︼

　
収
入
月
額
が
15
万
８
千
円
を
超
え
25

万
９
千
円
以
下
の
方
を
対
象
に
し
た
ファ

ミ
リ
ー
向
け
の
住
宅
で
す
。

◆
東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
、
住
宅

に
お
困
り
の
方
は
市
建
築
課
公
営
住
宅

係
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
営
住
宅・公
共
賃
貸
住
宅

入
居
者
募
集

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
建
築
課
公
営
住
宅
係 

☎
２
６-

５
７
４
７

募
集
住
宅

所
在
地
募
集

戸
数

畳
数・階
数
な
ど

八
森
団
地

市
条
字

上
川
原

１
8・6・6・L
D
K　

1
階 

Ⓟ

募
集
住
宅

所
在
地
募
集

戸
数
畳
数・階
数
な
ど

住
吉
住
宅

光
ケ
丘

一
丁
目

1

4.5・4.5・3・K

1
階

千
日
住
宅

住
吉
町

1

4.5・3・D
K

1
階

新
橋
五
丁
目

住
宅

新
橋

五
丁
目

1

6・3・D
K

1
階

第
一
川
南

ア
パ
ー
ト

若
宮
町

一
丁
目

1

6・6・3・K

3
階 

Ⓟ

第
二
川
南

ア
パ
ー
ト

若
宮
町

一
丁
目

1

6・4.5・4.5・K

4
階 

Ⓟ

富
士
見
町

第
二
ア
パ
ー
ト
富
士
見
町

一
丁
目

1

6・6・4.5・K

2
階 

Ⓟ

大
町
第
七

ア
パ
ー
ト

東
大
町

三
丁
目

1

7.5・6・6・D
K

3
階 

Ⓟ

小
泉
団
地

小
泉

字
道
南

1

6・6・4.5・K

4
階 

Ⓟ

荒
町
団
地

麓
字
上

川
原

1

8・6・8・

D
K 

1
階 

Ⓟ

城
西
団
地

字
山
田

1

8・4.5・4.5・

L
D
K 
1
階 

Ⓟ

片
町
住
宅

字
片
町

1

8・6・D
K

1
階

Ｋ
＝
台
所 

Ｄ
＝
食
事
室 

Ｌ
＝
居
間 

Ⓟ
＝
駐
車
場

１
台
有
り

︻
市
営
住
宅
︼

公
益
の
ま
ち
づ
く
り
賞
が
決
ま
り
ま
し
た

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
づ
く
り
係 

☎
２
６-

５
７
２
５

　
公
益
の
ま
ち
づ
く
り
賞
は
、
各
分
野

で
広
く
社
会
に
貢
献
す
る
活
動
を
行
う

な
ど
、
日
頃
の
地
道
な
活
動
を
さ
れ
た

個
人
や
団
体
に
対
し
贈
呈
す
る
も
の
で

す
。

　
平
成
25
年
度
の
受
賞
者
が
決
ま
り
、

10
月
28
日
に
贈
呈
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
皆
さ
ん
の
周
り
に
地
道
な
活
動
を
さ

れ
て
い
る
方
が
い
ま
し
た
ら
、
随
時
、

市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
へ
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

氏
名
お
よ
び
団
体
名

住
所︵
地
域
︶

活
動
内
容

池
田 

正
直
氏

こ
あ
ら
二
丁
目

市
内
10
校
の
小
中
学
校
の
通
学
路
の
清
掃
、

冬
季
間
の
除
雪
作
業
を
毎
日
の
よ
う
に
、
自

ら
進
ん
で
行
っ
て
き
ま
し
た

佐
藤 

良
子
氏

富
士
見
町
一
丁
目

長
年
に
わ
た
り
富
士
見
小
学
校
、
第
六
中
学

校
の
通
学
路
の
花
植
え
や
管
理
、
近
隣
の
ゴ

ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
清
掃
、
路
上
の
ゴ
ミ
拾
い

な
ど
を
、
自
ら
進
ん
で
行
っ
て
き
ま
し
た

松
村 

正
裕
氏

亀
ケ
崎
三
丁
目

長
年
に
わ
た
り
ゴ
ミ
収
集
日
に
、
毎
回
ゴ
ミ

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
清
掃
を
、
自
ら
進
ん
で
行
っ

て
き
ま
し
た

一
條
地
区
女
性
の
会

八
幡
地
域

女
性
が
年
代
を
問
わ
ず
地
域
と
関
わ
り
合
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
新
た
に
設
立
し
、
女
性

の
幅
広
い
地
域
活
動
参
加
を
積
極
的
に
推
進

し
、
地
域
づ
く
り
に
努
め
て
き
ま
し
た

郡
鏡
先
人
わ
ら
工
房

平
田
地
域

長
年
に
わ
た
り
地
域
に
伝
わ
る
伝
統
工
芸﹁
わ

ら
細
工
﹂
を
継
承
し
、
わ
ら
細
工
を
通
じ
、

市
内
の
小
学
生
に
昔
の
農
村
文
化
の
学
習
機

会
を
提
供
す
る
な
ど
、
青
少
年
の
体
験
学
習

の
推
進
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
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国
民
年
金
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係 

☎
２
６-

５
７
２
８

　
　
　
　
　
　
　
　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課 　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
岡
年
金
事
務
所 

☎
０
２
３
５-

２
３-

５
０
４
０

国
民
年
金
は
、
全
員
が
加
入

保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
場
合
は

11
月
以
降
の
年
金
関
係
書
類
の
送
付

国
民
年
金
の
主
な
届
け
出

任
意
加
入
制
度

　
国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が

あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
方

が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
で
、
老
後
の
生
活
を
支
え
る

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
そ
の
他
に
、
加
入
中
の
事
故
や
病
気

な
ど
で
障
が
い
が
残
っ
た
場
合
の
障
害

基
礎
年
金
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
加
入
者
は
、
下
表
の
３
種

類
に
区
分
さ
れ
、
い
ず
れ
も
国
民
年
金

法
上
の
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
就

職
・
退
職
な
ど
で
区
分
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

︻
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
︼

　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
に
は
、

20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
40
年
間
に
、
通
算

25
年
以
上
（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
加

入
期
間
、
免
除
期
間
、
第
３
号
被
保
険

者
期
間
な
ど
を
含
む
）
保
険
料
を
納
め

る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
受
給
資
格

期
間
」
と
い
い
ま
す
。

　
障
害
年
金
な
ど
も
、
保
険
料
の
未
納

が
あ
る
と
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
免
除
制
度
な
ど
を
利
用
し
、
未

納
の
ま
ま
に
し
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
、
免
除
・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
中

で
、
平
成
24
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

し
た
方
が
い
る
場
合
は
、
離
職
票
な
ど

の
証
明
書
を
添
付
す
る
と
免
除
・
猶
予

に
該
当
し
や
す
く
な
る
退
職
（
失
業
）

に
よ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
本
紙
７
月
１
日
号
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

︻
受
給
資
格
期
間
が
足
り
な
い
方
︼

　
60
歳
に
な
っ
て
も
受
給
資
格
期
間
が

足
り
な
い
方
は
、
60
歳
〜
65
歳
（
昭
和

40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は

70
歳
）
ま
で
に
任
意
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
で
受
給
資
格
期
間
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

︻
受
給
す
る
年
金
を
増
や
し
た
い
方
︼

　
未
納
期
間
が
あ
っ
て
、
満
額
の
年
金

を
受
給
で
き
な
い
方
は
、
60
歳
〜
65
歳

の
間
に
任
意
加
入
し
て
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

︻
年
金
を
納
め
て
い
る
方
へ
︼

　
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
、
全
額
が
所
得
税

の
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
毎
年
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
の
際
は
、
必
ず
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
保
険
料
納
付
時
の
領
収
証

書
も
、
支
払
い
の
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
ま
す
。

︻
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ
︼

　
年
金
か
ら
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る

際
、
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
「
扶

養
親
族
等
申
告
書
」
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
扶
養
親
族
等
申

告
書
が
届
く
の
は
、
年
金
額
が
１
５
８

万
円
（
65
歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万

円
）
以
上
の
方
で
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
期
限
ま
で
に
必
ず
日
本
年
金
機

構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な

い
と
、
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◆
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、
非
課
税

の
た
め
、
申
告
書
は
届
き
ま
せ
ん
。

国民年金の主な届け出(20歳～60歳未満の方）
被保険者区分 変更理由 届け出先

第１号被保険者
自営業、学生、無職の方など

就職して厚生年金や共済年金に加入した時 勤務先
配偶者（第2号被保険者）の扶養になった時 配偶者の勤務先

第２号被保険者
会社員、公務員など

退職した時 市役所
退職して配偶者（第2号被保険者）の扶養になった時 配偶者の勤務先

第３号被保険者
第2号被保険者の扶養になっ
ている配偶者

配偶者が退職した時

市役所配偶者の扶養から外れた時
離婚した時
配偶者が65歳になった時
就職して厚生年金や共済年金に加入した時 勤務先
配偶者の勤務先が変わった時 配偶者の勤務先
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